
 

○診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項及び基本診療料の施設基準等及びそ

の届出に関する手続きの取扱いについて（看護の処遇改善）（抜粋） 

 

 

 

別表３（算出を行う月、その際に用いる「看護職員等の数」及び「延べ入院患者数」の対象と

なる期間、算出した【Ａ】に基づき届け出た区分に従って算定する期間） 

算出を行う月 算出の際に用いる「看護職員

等の数」及び「延べ入院患者

数」の対象となる期間 

算出した【Ａ】に基づき届け

出た区分に従って算定を開始 

する月 

３月 前年 12 月～２月 ４月 

６月 ３～５月 ７月 

９月 ６～８月 10 月 

12 月 ９～11 月 翌年１月 

 


